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帝京平成大学大学院研究科規則 

 
（趣旨） 

第１条 この規則は、帝京平成大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第２２条の規定に基

づき、帝京平成大学大学院研究科（以下「研究科」という。）における教育研究指導の方法及

び授業科目の履修その他研究科に関する必要な事項を定めるものとする。 

（科目） 

第２条 研究科の専攻には、その教育研究上の目的を達成するため、大学院学則別表第１に定める科

目を配置し、これらに必要な担当教員を置く。 

（指導教員） 

第３条 帝京平成大学大学院（以下「本学大学院」という。）学生の専門分野の研究及び授業科目の

履修を指導するため、学生ごとに指導教員を定める。 

２ 指導教員は、学生の所属する専門分野の教員とする。ただし、教育上必要がある場合は、指

導教員の承認を得て、他の専門分野の教員が指導にあたることができる。 

３ 指導教員決定後変更のある場合には、帝京平成大学大学院研究科委員会（以下「研究科委員

会」という。）の承認を得て、「指導教員変更届」を提出しなければならない。 

（入学者の選考等） 

第４条 大学院学則第１５条の規定による入学者の選考は、学力試験、面接試験結果及び出身大学の

調査書その他本学大学院が必要と認める資料によって行う。 

２ 前項に規定するもののほか、入学の出願及び入学者の選考に関し必要な事項は、帝京平成大

学大学院委員会（以下「大学院委員会」という。）において定める。 

（授業及び単位） 

第５条 各授業科目の授業は、１５週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上特

別の必要があると認められる場合は、この限りではない。 

２ 授業科目の単位の計算方法については、次のとおりとする。 

（１） 講義は、１５時間の授業をもって１単位とする。 

（２） 演習は、３０時間の授業をもって１単位とする。 

（３） 実習は、４５時間の授業をもって１単位とする。 

（４） 特別研究の授業科目については、その学業の成果を評価して所定の単位を授与するも

のとする。 

（長期履修学生制度） 

第６条 学生が、職業を有している等の事情により、大学院学則第８条に規定する標準修業年限を超え

て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨を入学前に申し

出た時は、その計画的な履修を認めることができる。 

（履修登録） 

第７条 学生は、指導教員の指導のもとに、指導を受けようとする特定の研究分野及び研究題目を定

め、当該研究に必要な授業科目を履修するものとする。 

２ 学生は、前項により履修しようとする授業科目を指導教員の承認を得て、学年の始めに所定

の様式により届けなければならない。 

３ 臨床心理学研究科では、前後期を通じて年間で、履修登録できる単位数の上限は原則３８単

位とする。 

（授業科目履修等の特例） 

第８条 修士課程の学生は、指導教員が特に必要と認めた時は、学部の授業科目を 、当該授業科目担

当教員の承認を得て履修することができる。ただし、通算して６単位を限度とする。 
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２ 前項の規定により修得した単位は、課程修了の要件には含めることができない。 

３ 博士課程の学生は、指導教員が研究指導上有益と認めた場合に限り、学部及び修士課程に開

講される授業科目を、当該授業科目担当教員の承認を得て聴講することができる。 

４ 修士課程の学生は、指導教員が認めた場合に限り、他の研究科の科目を履修することができ

る。 

（他の大学院で履修した授業科目、入学前の既修得の単位） 

第９条 大学院学則第２３条第２項、第２５条第１項、同条第２項の規定による単位の認定、成績評

価の取扱い及びその他必要な事項は、研究科委員会において定める。 

（単位認定試験） 

第１０条 履修した授業科目の単位取得の認定は、学期末又は学年末に行う筆記試験又は研究報告書

により行う。 

２ 前項により修得した単位について成績の更新はできない。 

（追試験・再試験） 

第１１条 研究科委員会において特に必要と認めるときは、追試験を行うことができる。 

２ 再試験は、原則として行わない。 

（課程修了に伴う学位論文の提出） 

第１２条 本学大学院の学生が、学位論文を提出して、その審査を受けようとする場合は、別に定め

る手続きにより、指導教員の承認を得て、所定の期日までに大学院委員会委員長に申請しなけ

ればならない。 

２ 学位論文を提出しようとする学生は、修士課程にあっては当該課程の授業科目について１８

単位以上、博士課程にあっては当該課程の授業科目について４単位以上を修得見込みであるこ

と。ただし、薬学研究科にあっては、２０単位以上を修得見込みであること。 

３ 学位論文の提出の時期については、研究科委員会において定める。 

（試験等） 

第１３条 学位論文の審査及び試験については、帝京平成大学学位規程の定めるところによる。 

（修了見込要件） 

第１４条 修了見込証明書を発行するための要件は次のとおりとする。 

（１）最終学年に進級していること。 

（２）履修中の科目を含め、修了要件単位数を修得することが見込まれること。 

（改廃） 

第１５条 この規則の改廃については学長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、１９９２年４月１日から施行する。 

２ この規則は、１９９４年４月１日から改定施行する。 

３ この規則は、１９９５年４月１日から改定施行する。 

４ この規則は、１９９９年４月１日から改定施行する。 

５ この規則は、２０００年４月１日から改定施行する。 

６ この規則は、２００１年４月１日から改定施行する。 

７ この規則は、２００２年４月１日から改定施行する。 

８ この規則は、２００３年４月１日から改定施行する。 
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９ この規則は、２００５年４月１日から改定施行する。 

１０ この規則は、２００８年４月１日から改定施行する。 

１１ この規則は、２００９年４月１日から改定施行する。 

１２ この規則は、２０１２年４月１日から改定施行する。 

１３ この規則は、２０１３年４月１日から改定施行する。 

１４ この規則は、２０１５年４月１日から改定施行する。 

１５ この規則は、２０１７年４月１日から改定施行する。 

１６ この規則は、２０２０年４月１日から改定施行する。 

１７ この規則は、２０２３年４月１日から改定施行する。

１８ この規則は、２０２５年４月１日から改定施行する。

１９ この規則は、２０２６年４月１日から改定施行する。 


